
資料５−１ 

■大田区の景観における重点施策の抽出（表中の「参①」等は別添参考資料１参照）                                 第 11回大田区景観審議会 令和元年９月 18日 

 
視点等 

 
 
取組項目 

 
これまでの取組 

重点施策抽出の視点（○：特に考慮すべき内容）  
各視点を踏まえた区としての考
え方 
◎：特に優先度が高い 
○：◎の次に優先度が高い 

 
想定される施策等 視点 1  

区の現状 
視点 2 
今後想定される課題 

視点 3  
景観形成への効果 

視点 4  
まちづくりの動向を踏
まえた必要性 

視点 5 
国、都、23区等の動向 

 
１個別の
建 築 物
等 の 景
観誘導 

 
 

 
・届出、事前協議、景
観アドバイザー会
議の運用。 

・建築物景観・色彩ガ
イドラインの公表。 

 
景観計画に則った届
出制度を５年間運
用。 
これまで運用につい
て振り返る仕組みや
機会がなかった。 

 
届出制度の実績と評
価。 
届出対象規模以外の
誘導。 

 
即効性は期待できな
いが、地道な取組が
必要。 

 
景観形成重点地区の
指定など、各種手法
の活用。 

 

 
【区】各区で取組を継
続中。 

 
実績と効果を踏まえたフィ
ードバックの仕組づくりが
必要。またそのためのバッ
クデータを蓄積していく。 
アドバイザー会議の在り方
も検討すべき。 

 
運用の充実に資する施策の実
施（フィードバックの仕組み
構築（アドバイザー会議の活
用検討等）、審議会や専門部会
等の活用検討、事業者啓発検
討、景観地区カルテの作成等） 

 
２景観ま
ち づ く
り 

（面的な
景 観 誘
導） 

 
・洗足池景観形成重点

地区の指定。
(H30.8) 

※池上地区でも景観
形成重点地区指定
検討を実施。 

 
各地区のまちづくり
の動きについて、ま
ちづくり担当課との
連携を強化し、情報
共有していくことが
必要。 

 
各地区の動きのタイ
ミングを逃すと独自
の景観形成ができな
くなる可能性が高
い。 

 
一定の地域での誘導
が可能なので、景観
形成の効果は期待で
きる。 
 

 
まちのブランド力向
上という意味での景
観意識が高まる地区
がある。 

 
【区】各区で面的な景
観誘導に取組んでい
る。（参①） 

 
各地区のまちづくりの動き
に合わせた景観誘導が必
要。 

 
景観まちづくりの進め方の確
立。 
まちづくり担当課と連携した
うえで景観形成手法の活用要
件等について検討。（参②） 

 
３大規模
開 発 に
お け る
景 観 誘
導 

 
・届出、事前協議、景
観アドバイザー会
議での誘導。 

 
各開発の動きについ
て、開発担当課との
連携を強化し、情報
共有していくことが
必要。 
大規模開発の景観誘
導の視点が不足して
いる。 

 
各開発の動きのタイ
ミングを逃すと独自
の景観形成ができな
くなる可能性が高
い。 

 
限られた範囲での誘
導となるが、景観形
成の効果は期待でき
る。 
 

 
密接に関連する。 

 
【都】都景観計画では
大規模開発が対象の
事前協議制度がある。 
【区】一部区におい
て、大規模開発ガイド
ラインを策定してい
る。（参③） 

 
各開発の動きに合わせた景
観誘導が必要。 
東京都と連携して進めてい
く。 

 
東京都景観計画を踏まえた、
大田区での大規模開発方針の
検討。 

 
４公共施
設 等 の
景 観 誘
導 

 
・通知、事前協議、景
観アドバイザー会
議での誘導。 

・大田区公共施設景観
ガイドライン（案）
の策定。 

 

 
民間施設と同様の基
準による運用。 
特定大規模以外の事
前協議対象の基準が
あいまい。 

 
区民や民間事業者へ
の手本となるべき。 

 
公共施設・建築物は
多数の区民等が目に
するので、景観誘導
における役割は大き
い。 
地道な取組が必要。 

 
地域の拠点となる公
共施設・建築物が景
観誘導のきっかけと
なることが期待でき
る。 

 
【区】いくつかの区に
おいてガイドライン
や手続きを定めるな
ど、公共施設等の景観
誘導の動きがみられ
る。効果についてはヒ
アリングが必要。（参
④） 

 
これまでの運用を踏まえた
上で、庁内の意識向上のた
めの取組みを検討すべき。 
アドバイザー会議をより活
用できる仕組みを検討すべ
き。 

 
運用の充実に資する施策の実
施（庁内意識啓発のための検
討、公共施設・建築物景観形
成のための協議の場や仕組み
の構築、アドバイザー会議の
活用検討など等） 
景観重要建造物の指定。 
 

 
５屋外広
告 物 の
規 制 誘
導 

 
・過去５年間の景観業

務委託のなかで調
査検討。 

 
屋外広告物の規制誘
導は行っていない
が、問い合わせが増
加している。 
屋外広告物条例の担
当課を案内してい
る。 

 
広告物の幅が広が
り、既存の条例では
拾えない物件の増加
が予想される。 

 
景観に対する影響は
大きい。 

 
規制か誘導か、地域
に適した制度の検討
をする必要がある。 

 
【区】いくつかの区に
おいて近年、屋外広告
物景観ガイドライン
の策定など、規制誘導
の動きがみられる。
（参⑤） 

 
景観としての視点から考え
た、屋外広告物等の品質向
上の検討が必要。 

 
大田区における規制誘導のあ
り方の確立、規制誘導。 
地区毎の手法や基準を検討。 

 
６夜間景
観 の 形
成 

 

 
・特になし。 

 
イベントでライトア
ップを行う例があ
る。 
夜間景観について規
制誘導する制度はな
い。 

 
観光PRや商用などさ
まざまな目的でライ
トアップが活用され
るなか、一定のルー
ル作りが求められ
る。 

 
良好な光の誘導によ
る新たな景観形成が
期待される。 

 
臨海部でライトアッ
プを検討する動きが
ある。 
規制か誘導か、地域
に適した制度の検討
をする必要がある。 

 
【都】都景観計画への
夜間景観の形成方針
（H30.8）追加、公共
施設等のライトアッ
プ基本方針（H30.3）
策定。（参⑥） 

 
統一的な基準を設ける必要
性を検討すべき。 
観光振興という視点や都の
動きとの整合も必要。 

 
東京都景観計画等を踏まえ
た、大田区での夜間景観のあ
り方の確立、規制誘導。 

 
７建造物
や 樹 木
の保全 

 

 
・過去５年間の景観業

務委託のなかで調
査検討。 

 
公共施設の指定実績
はあるものの、建築
物・樹木の指定実績
がない。 
保全すべきと考える
物件は存在する。 

 
景観上重要なものが
喪失する可能性があ
る。 

 
景観形成の核となる
建造物や樹木が指定
されることで、保全
の担保に一定の効果
が期待できる。 

 
各地区のまちづくり
において景観形成の
核となる建造物や樹
木が指定されること
で、景観形成機運の
きっかけとなること
が期待できる。 

 
【国】文化資源活用の
推進。 
【区】景観重要建造物
制度を 23 区内で活用
しているのは 6 区の
み。（参⑦） 

 
公共建築物の中から景観重
要建造物を指定すべき。 
民間施設の指定については
制度の検討が必要。 

 
公共建築物の中から景観重要
建造物を指定。 
景観重要建造物・樹木指定に
あたっての助成制度の構築。 

 
８区民・
事 業 者
等 に 対
す る 意
識啓発 

 
・景観まちづくり賞の

実施。 
・景観まちあるき・講

座・シンポジウム等
の実施。 

・建築物景観・色彩ガ
イドラインの公表。 

 
景観まちづくり賞や
パネル展などで広報
している。 

 
景観まちづくり賞の
実施内容や在り方等
について検討が必
要。 

 
景観まちづくり賞で
は、区が把握できて
いなかった資源が顕
在化した。 

 
まちづくりの動きと
共に景観形成への意
識が高まる地区もあ
る。 

 
【区】ひとつの取組を
継続する場合と、短期
的に特徴的な取組を
行う場合など取組の
例はさまざま。効果に
ついてはヒアリング
が必要。（参⑧） 

 
届出制度やアドバイザー会
議などの継続に加え、意識
啓発のための地道な取組が
必要。 

 
身近な景観づくりに資する施
策（例：三軒協定（戸田市）
等） 
既存取組の振返りと見直し。 
景観地区カルテの作成と広
報。 

 


